
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

二

二

号

第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
の
衆
議
院
本
会
議
で
の
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る
自
民
党
議
員
の
起

立
、
拍
手
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

22



第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
の
衆
議
院
本
会
議
で
の
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る
自
民
党
議
員
の
起

立
、
拍
手
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厳
し
い
環
境
の
中
で
、
国
民
の
生
命
、
安
全
、
財
産
や
国
土
を
守
る
た
め
に
日
夜
活
躍
さ
れ
て
い
る
自
衛
隊
、
海
上
保
安

庁
、
警
察
、
消
防
な
ど
の
皆
様
に
敬
意
の
気
持
ち
を
持
つ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

他
方
、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
安
倍
総
理
が
行
っ
た
所
信
表
明
演
説
で
、
自
衛
隊
、
海
上
保
安

庁
、
警
察
を
た
た
え
た
際
、
安
倍
総
理
に
促
さ
れ
た
自
民
党
の
議
員
た
ち
が
一
斉
に
立
ち
上
が
っ
て
手
を
た
た
き
続
け
、
約
十

秒
間
、
演
説
が
中
断
す
る
場
面
が
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
関
し
、
大
島
理
森
衆
議
院
議
長
は
「
ご
着
席
下
さ
い
」
と
議
員
ら
を
注

意
し
、
さ
ら
に
報
道
に
よ
れ
ば
、
野
党
の
幹
部
か
ら
も
次
の
よ
う
な
批
判
の
声
が
相
次
い
で
い
る
。

「
品
が
な
い
。
国
会
の
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
最
悪
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
（
民
進
党
幹
部
）
。

「
異
常
で
、
異
様
な
光
景
だ
」
（
日
本
維
新
の
会
の
馬
場
伸
幸
幹
事
長
）
。

「
二
十
数
年
国
会
に
い
る
が
、
あ
あ
い
う
光
景
は
初
め
て
見
た
。
気
持
ち
悪
い
」
（
日
本
共
産
党
幹
部
）
。

「
異
様
な
光
景
だ
。
今
ま
で
も
日
本
の
議
会
で
は
見
ら
れ
な
い
と
思
う
し
、
北
朝
鮮
か
中
国
共
産
党
大
会
み
た
い
な
ア
レ
で
、

ち
ょ
っ
と
ま
す
ま
す
不
安
に
感
じ
た
」
（
生
活
の
党
の
小
沢
一
郎
代
表
）
。

一



ま
た
、
自
民
党
の
高
村
正
彦
副
総
裁
も
、
同
日
夕
の
党
役
員
会
で
「
所
信
の
演
説
の
最
中
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー
シ
ョ

ン
は
、
自
分
の
経
験
上
も
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
」
と
発
言
し
た
。

こ
の
よ
う
に
安
倍
総
理
に
促
さ
れ
た
自
民
党
の
議
員
た
ち
が
一
斉
に
立
ち
上
が
り
、
総
理
の
所
信
表
明
演
説
内
容
に
手
を
た

た
き
続
け
た
行
為
は
与
野
党
の
幹
部
が
と
も
に
奇
異
に
感
じ
て
お
り
、
安
倍
総
理
へ
の
個
人
崇
拝
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
も
の

で
、
国
際
社
会
に
与
え
る
影
響
も
小
さ
く
な
い
。
衆
議
院
本
会
議
で
行
わ
れ
た
安
倍
総
理
の
拍
手
を
促
す
行
為
は
、
日
本
の
民

主
主
義
政
治
の
原
点
に
立
ち
返
る
と
疑
義
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

総
理
が
本
会
場
の
演
説
で
、
拍
手
を
促
す
よ
う
な
行
為
を
し
た
の
は
適
切
だ
っ
た
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

各
党
の
幹
部
の
み
な
ら
ず
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
か
ら
数
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

三

今
回
の
件
に
関
し
て
、
安
倍
総
理
は
猛
省
す
べ
き
と
思
う
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

本
会
議
場
で
冷
静
な
議
論
を
行
う
た
め
、
こ
う
し
た
扇
動
的
な
行
為
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
が
総
理
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

国
会
法
第
百
十
六
条
で
は
、
「
会
議
中
議
員
が
こ
の
法
律
又
は
議
事
規
則
に
違
い
そ
の
他
議
場
の
秩
序
を
み
だ
し
又
は
議

二



院
の
品
位
を
傷
け
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
を
警
戒
し
、
又
は
制
止
し
、
又
は
発
言
を
取
り
消
さ
せ
る
」
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
大
島
理
森
衆
議
院
議
長
が
「
ご
着
席
下
さ
い
」
と
か
か
る
行
為
を
制
止
し
た
こ
と
は
、
国
会
法
第
百
十
六
条
で
い
う

と
こ
ろ
の
、
「
議
場
の
秩
序
を
み
だ
し
又
は
議
院
の
品
位
を
傷
け
る
」
こ
と
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
安
倍
総
理
が
自
民

党
議
員
に
拍
手
を
促
し
た
行
為
は
、
国
会
法
第
百
十
六
条
で
い
う
「
議
場
の
秩
序
を
み
だ
し
又
は
議
院
の
品
位
を
傷
け
る
」

を
扇
動
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


